
事 務 連 絡 

 令和３年５月２５日 

 

山形市内各病院 御中 

 

 

山形市保健所保健総務課 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内 

注射の歯科医師による実施のためのオンライン研修システムに 

ついて 

 

本市の保健衛生行政については、日頃から格別の御理解と御協力を賜り、厚

くお礼申し上げます。 

さて、みだしの件について、別添のとおり厚生労働省医政局医事課、同省同

局歯科保健課及び同省健康局予防接種室より事務連絡がありましたので、貴院

関係職員に周知くださいますようお願いします。 

山形市保健所 保健総務課 

医事薬事係  加藤 

〒990-8580 山形市城南町 1-1-1 霞城セントラル 4階 

TEL 023-616-7261   FAX 023-616-7263 



   事 務 連 絡 

令和３年５月 18 日 

 

   都 道 府 県 

各  市 町 村 衛生主管部（局） 御中 

   特 別 区 

厚生労働省医政局医事課 

厚生労働省医政局歯科保健課 

厚生労働省健康局健康課予防接種室 

 

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための 

筋肉内注射の歯科医師による実施のためのオンライン研修システムについて 

（情報提供） 

 

 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射の歯科医

医師による実施については、「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種

のための筋肉内注射の歯科医師による実施について」（令和３年４月 26日厚

生労働省医政局医事課、歯科保健課、健康局健康課予防接種室事務連絡、以下

「事務連絡」という。）においてお知らせしたところです。事務連絡において

は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射を歯科

医師が実施する場合は必要な研修を受ける必要があるとしており、「新型コロ

ナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射の歯科医師による実

施のための研修について」（令和３年５月 11日厚生労働省医政局医事課、歯

科保健課、健康局健康課予防接種室事務連絡）において、研修動画の周知及び

研修実施について依頼を行ったところです。 

 今般、当該研修動画について、公益社団法人日本歯科医師会のウェブページに

おいて、オンライン研修としての受講が可能となりました（受講方法等について

は、＜参考 URL＞参照。）。本オンライン研修は、公益社団法人日本歯科医師会

会員以外の歯科医師も受講可能であり、受講修了者に対しては、公益社団法人日

本歯科医師会から受講修了証が発行されます。なお、筋肉内注射の経験がない歯

科医師については、本オンライン研修とは別に、新型コロナウイルス感染症に係

るワクチン接種の実際（接種時の注意点を含む）の実技研修が必要となります。 

 以上の内容についてご了知いただくとともに、関係者への周知など、引き続き、

希望する高齢者について 7 月末を念頭に２回のワクチン接種を終えることがで

きるよう、特段のご配慮いただきますようお願いいたします。 

＜参考 URL＞ 公益社団法人日本歯科医師会 Webページ 

       新型コロナウイルス感染症について 

https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/#2 

https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/#2

